
　

お問い合せは、三重労働局労働基準部賃金室（℡　０５９－２２６－２１０８　）へお願いします。

雇 用 ニ ュ ー ス よ っ か い ち

＊　「三重県最低賃金」は、県内の事業所で働くすべての労働者に適用さ
れます。
　臨時・パート・アルバイトなど雇用形態や年齢を問いません。
　なお、特定の産業に該当する事業所で働く労働者には、「特定（産業別）
最低賃金」が適用されます。
　また、派遣労働者については、派遣先の地域別最低賃金又は特定（産業
別）最低賃金が適用されます。

＊　最低賃金の対象となる賃金
　最低賃金の対象となる賃金は、通常の労働時間、労働日に対応する賃金
に限られます。
　具体的には、実際に支払われる賃金から、次の賃金を除外したものが最
低賃金の対象になります。
　①精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
　②時間外、　休日及び深夜割増賃金
　③臨時に支払われる賃金
　④１か月を超える期間ごとに支払われる賃金

令和４年９月号（令和４年８月内容）

四日市公共職業安定所

〒510-0093 四日市市本町3-95

TEL  059－353－5566

FAX  059－354－1921

事業主の皆様へ

三重県最低賃金

時間額 ９33円 up
令和４年１０月１日 から



計 男 女 前月 前年同月
前年同月比
（％,ポイント)

931 440 490 836 948 ▲ 1.8

465 249 216 429 472 ▲ 1.5

298 122 176 286 269 10.8

4,274 1,997 2,273 4,286 4,505 ▲ 5.1

2,252 1,195 1,056 2,277 2,318 ▲ 2.8

1,268 530 738 1,184 1,366 ▲ 7.2

777 393 384 805 876 ▲ 11.3

420 244 176 439 489 ▲ 14.1

176 78 98 182 207 ▲ 15.0

201 85 115 243 236 ▲ 14.8

109 53 55 127 121 ▲ 9.9

58 21 37 70 69 ▲ 15.9

6,657 6,580 5,885 13.1

2,136 2,020 2,007 6.4

217 275 226 ▲ 4.0

1.56 1.54 1.31 0.25

21.6 19.3 23.5 29.1 24.9 ▲ 3.3

※　学卒を除きパートを含みます。

※　求職申込書における「性別」欄の記載が任意になったことに伴い、男女別の合計は全体の計と必ずしも一致

　　しません。

※　ハローワークインターネットサービスの機能拡充に伴い、令和3年9月以降の数値には、ハローワークに来所

　　せず、オンライン上で求職登録した求職者数や、求職者がハローワークインターネットサービスの求人に直接

　　応募した就職件数等が含まれています。

中高年齢者

受給資格決定件数

月間有効求職者数

中高年齢者

雇用保険受給者実人員

紹　介　件　数

主要指標の推移

１．一般職業紹介状況 〔令和４年８月内容〕

項目／区分

新規求職申込件数

新規求人数

求　人　充　足　数

比
率

有効求人倍率

就職率（％）

２．雇用保険適用状況

中高年齢者

雇用保険受給者

就　職　件　数

中高年齢者

雇用保険受給者

月間有効求人数

17 29 ▲ 41.4

廃止事業所数 9 8 12.5

項目/区分 令和４年８月 前　年　同　月 前年同月比（％）

適
用

月末適用事業所数 6,861 6,758 1.5

新規適用事業所数

1,799 1,590 13.1

被
保
険
者

月末被保険者数 133,156 131,394 1.3

資格取得者数 1,540 1,231 25.1

資格喪失者数


